
・申請内容を確認・手続きします

・不備があればご連絡します

・来社または郵送にてお渡しします（どちらかお選びください）

・最短3日で発行します

■記入漏れや必要書類が不足していないか、申請前にもう一度ご確認ください。

■お手元に許可証が届くまでは車両通勤できません。

■郵送でのやり取りはお時間がかかります。ご了承ください。

■届いた許可証は、出勤時必ずダッシュボードの上に置いてください。

■バイクの方は毎回持参し、いつでも提示できるようにしてください。

(有)ベルスタッフ

② 申請書を提出
◎車・250ｃｃ以上のバイク ⇒

・車両通勤申請書　1通

◎125～250ccのバイク　　  ⇒

◎50～125cc未満のバイク　⇒

免許証・車検証の写し各1通ずつ

免許証・軽自動車届出済証の写し各1通ずつ

免許証・標識交付証明書の写し各1通ずつ

車両通勤許可証発行

↓

↓

③ 総務システム課担当者が内容確認

④

↓

《車両通勤申請から許可までの流れ》

車・オートバイによる通勤について

令和3年4月1日より、自動車・オートバイ通勤をする方は「車両通勤許可証」が必要となりまし

た。自動車通勤につきましては原則禁止に変わりはありませんが、一部の派遣先に限って車・

オートバイでの通勤が可能な派遣先もあります。そのような派遣先に車・オートバイを使用す

る場合には今までは申請の必要はありませんでしたが、これからは「車両通勤許可申請」をし

ていただき「許可」を受けていただく必要があります。その申請から許可までの手順をご説明

いたしますので必ずご確認をお願いいたします。また、ご不明な点がありましたらベルスタッ

フ事務所へお電話にてお問い合わせください。

※この手順を踏んでお手続きいただかない限り、車・オートバイでの通勤は禁止となりますの

でご注意ください。

① 車両通勤許可申請書を受け取る

・来社または郵送にて取り寄せ

（マイページからダウンロード画面にとべます）

・ホームページにてダウンロード


